
未来投資会議の開催について 

 

平成28年９月９日 

日本経済再生本部決定 

 

１．日本経済再生本部の下、第４次産業革命をはじめとする将来の成長に資

する分野における大胆な投資を官民連携して進め、「未来への投資」の拡

大に向けた成長戦略と構造改革の加速化を図るため、産業競争力会議及び

未来投資に向けた官民対話を発展的に統合した成長戦略の司令塔として、

未来投資会議（以下「会議」という。）を開催する。会議は、「日本再興

戦略2016」（平成28年６月２日閣議決定）における「第４次産業革命官民

会議」の役割も果たす。 

 

２．会議の構成員は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要と認めると

きは、構成員の追加又は関係者の出席を求めることができる。 

 

議 長 内閣総理大臣  

議長代理 副総理 

副 議 長 経済再生担当大臣兼内閣府特命担当大臣（経済財政政策）、内

閣官房長官、経済産業大臣 

構 成 員 内閣総理大臣が指名する国務大臣及び「未来への投資」に関し

優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が指名する者 

 

３．会議の庶務は、経済産業省等関係行政機関の協力を得て、内閣官房日本

経済再生総合事務局において処理する。 

 

４．前各項に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他必要な事項

は、議長が定める。 

 

附 則 

１ 本会議の開催に伴い、「産業競争力会議の開催について」（平成25年１

月８日日本経済再生本部決定）は廃止し、これまで同会議において決定し

た事項及び検討した事項等については、本会議に引き継がれるものとす

る。 

２ 本会議の開催に伴い、「未来投資に向けた官民対話の開催について」

（平成27年10月13日日本経済再生本部決定）は廃止し、これまで同対話に

おいて決定した事項及び検討した事項等については、本会議に引き継がれ

るものとする。 

資料１ 


